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狀
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又
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；
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す
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得
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蓄
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損
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著
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縮
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濟
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な
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狒
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應
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ず
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す
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ら
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。
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.
課
税
'に
よ
る
收
入
調
.達
に
理
論
上

>何
，等
の

' ;

极
據
を

0 

^
る
■を

•得
す
：：：

其
資
力

.

が
ー

^

.

の
最
低
生

^

程
度
を
絀
；

g

チ
る
に
足
ら
ざ
る
人

/
々
に
課
税
さ
る
ベ

i
で
な
い
。

i

云
ふ
見 

解
■を
採
る

 

. 

■

' 

■ 

' 

■ 

.

.

.

.

.

. 

, 

. 

- 

■ 

■ 

■ 

.

部
！
l
-±
-g
. 

(

:K
九

)

姐

.
證

雜

濟

論

序
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o

 

:右
の
多
數
意
見
ド
於
て
は
現
在
：の
財
政
が
互
額
の
收
入
を
要
す
る

^-
云
ふ
事
を
一
の
理
由 

$

し

^
、逆
進
的
間
狻

_

の
已
む
を
得
ざ
る
も
へ
の
艺
認
へ
め
る
の
で

’あ
る
が
、其
等

'の
結
論
は
、

一

般 

税
•經
常
税

ビ

レ

て
の

_

行
粗
掷
を
論
ず
る

k

當
；つ

.：て
，其
：％

入
：を

以

て

，
す

る

經

費

の•利

益
ビ

は 

全
然
無
關
係

R:
見
る

Z

ど

^

ょ
っ
て
爾

«

_
«:
_分
酿
ゆ
一

般

的
俾
質
を
欲
て
满
腐
，す
べ
き
.も
 

.

の
S

云
っ
て
居
る

0
':
で
あ
る
：。

其

等

の

I
般

：：

税

收

ー

入

の

使

途
^

の
對
照

0

於
て
見

.れ
ば
、富
者 

が
戰
時
に
負
擔

.す

.ベ
“か
4

し
：經
費
を
、唯
ミ
當
時
祖
概
に
賴
る
を
得
ざ
，る
事
情
あ

.办
；し
た
め
に 

公
偾
に
ょ
っ
て
調
達
し
、現
に
其
公
債
元
利
金

5:
:現
在
の
租
税
收
：入

ょ

.^
而

^

物
價
ー
の
下
落

 ̂

ょ
っ
て
購
買
力
の
遥
か
に
墙
大
せ
る
貨
幣
額

^

於
て
、支
拂
を
受
け
て
居
る
。

其
公
債
費
^
墓 

く
經
費
膨
脹
の
理
由
を
以
て
間
接
稅
の
存
在
を
辯
譴
す
る
の

.
で
あ
ヶ
、此
實
質
的
負
擔
の
增
加 

し
た
る
公
債
費
以
外
に
充
當
し

#

る
租
稞
收
入
の
部
分

k

っ

^

て
見
れ
ば

•論
素
が

「

高
度

R 
M 

進
的
な

6」

ど
云
ふ
租
稅
制
度
は
現
在
の
政
治
費

^

っ

S

で
は
少
し 

. 

で
あ
る
？

.要
之
、

.コ
ル
ゥ
ィ
ン

®

員
報
告
書
の
右

0

所
論
は
一
般
稅 

充
當
す
る
經
费
ヒ
め
對
服
代
於
て
論
ぜ
ざ
る
祖
稅
分
配
論
が
陷
る

ン
 

 ̂

s
o 

 ̂

^

ベ R も 

さ つ 累  

結 W 進

o 其 た  

一* 收 b 

例 入 得  

で を な 

あ 以 ぃ  

る て の

_租
稅
制
：
度
の
設

.定；
^

つ
い
て
據
る
べ
き
條

.件

&

示
し
た
る
所
謂

.祖

^

原

0 .
ヒ
し
て
多
く
の 

學
者

.め
採
用
す
：
る

^

のは

'ッ
グ
ナ

.ァ
の
示
し
た
る

"財政

k

策

的

原

則

，
國

：
民

經
»

的

股

則

.
公

正
 

原則

*

務

行

政

的

原

；則

，

.で
'あ
大
各
種
の
租
税
を
結
合
し
て
構
成
し
だ
る
：租：桃制
度
全
體
ど
し 

て其諸

.條
件
を

1可
及
的
に
章
現
す
る

乙

ヒ：
R
:努

む

べ

さ

で

ぁ

る

ビ

.云
。̂
セ
リ
グ
マ
ン
は
近 

代

稅
制
改
革
：の

« ;
向

5:
叙

述

し

允

る

後

，其

が

*:
會

的

條

件

ビ
財
政
的
條
件

Q

結合.を表
は
し 

て
居

S

Z
ビ

を擧げ一

c
s
e
l

OQ*

日a
n
「
M
s
s
a
y
s

 

in 

T
a
x
t
i
o
n

 P
.
5
4
1
)、

即
ち
右
の
公
.正原
則
ビ
財
政
政
策 

的
原
柳
の
：
«

ら

@

重
_

れ
て
：居

る

i

ど

を

云

0

て
：盾

;5
。
7

«
し
.
.
.
て
現

代
.：

の
學
者
は
.財
政
政
策 

的

.原

則

?:
:最

も

®

要

視

す

る

傾

&

が
あ
る
が
、其

は

t

た

琅

代

財

双

學

^>
tt
«
: 

:

t?:
表
は
し

.て

.

.居

る

.7P 

.，の

^
:
'あ
る
:0

:

.

 

.

 

-

 

.

.

.

 

.

,

財

政

V

对
强

.制
..
共
同
經
濟

.
‘た

る
公
共
圓
體
が
共

職

分羅行の

'
おめに：
必
耍
ミ
す
る
經
濟
的
手
段

(

通：
‘
.常.
には貨胳

)

を
獲

#

•
使用するために營む所の.經濟であリ、
货幣の.
收入

i

出•
管现のぶ 

程

.ょリ成る

.
'

V

解
釋
す
る
の
が
通
說
で
あ
ら

.
5
0 

'公共團體が其目：

.
的達成の.ために收入を 

-
必

-要
，式
し
、租
税
：の

.主，た
：る
目
的
を

.
收
入

P

目
的

^

す
る
の
で
あ
る

.か
ら
、

.一，の：箇
別

>
經

濟

-J
-Jし
て 

:
-<
D

m

地
よ
し
て
、へ取

A

-:
'
.の充
分
な
る
こ

.

W
:、

可
動
的
な
る

V
 .

W
J
.
W
,
1
K

ふ
財

.政
政
策
的

''
掠
則
を
最 

部

ニ
十
六
卷
-

(

六1
£
)
.

餌
秕
組
濟

齣
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筋一
 

a

 

:

ノ 

六 n

 

.重
：龈
、す
る

.こ

v

に
な
る

6

':
公
:.
北
:.
の
：职
則

4

'
は

0 

M
资
擔
ン
の
哿
姆
平
等

“

求
で

.あ
'
U
、興
代
に
於 

:

て
.は
.
.祖
稅
の
公

jl
:
.
€
は：多
く
は
，租
税
支
柳
能
力
に
應
ず
る
課
、税

■■
?

解
釋

'
さ
れ

"
納
槐
.*。を
有
す
る 

#

は
.
す
-
べ：て

\
铒秘

‘

货檐：

^
、
其納

“

カの

:

大
.
小
.
!-
靡
じ
で

.贫
擔
す
る
こ
ミ
が
齊
遍
；平

等
の

：
！
！

税
 

w
-.
'
m-
;釋

.さ：
れ

.■
て：

.

i

居：る

.
,0
.
'
:能、
力

.
に
.
.應

.じて課税

.

.す
る

.€■

..き

平：
等

.
の
.犠

.̂
を也じ：犠

.

.姓

.が

,平
等
な

-̂ 

V
.
;

き能力に：腿じ
た
る
も
の

>

辦
.
釋す

.
る
？

^
^
^

.現に

-納
税
力
說

w

共
に
關
聯
し
て
〒
等
犠
牲
說

w

が
多
：く
採
川
さ
れ

.て居る。ミル

9

3. 

1

0
 

は
人
说
各
自
に
申
等
の

m

魄
を
虫
ず

s

m

稅
位
擔
の
サ
吧
方
法
は
同
時
に

X

國
民
を
體

K 

'最

少 

;■
:
.憐
机
を

^

ず
る
方
法
で
あ
る
ミ
カ
說
し
た
が
、
典
 

ハ例

H

u; 

P
u
b
l
i
c

 

F
i
o
a
n
c
e

 

p

 

7
5

參
照〕

而
し
て
：其
.國に 

等
犓
收

V

最
，少
犠
牲
の

租
ま

分
呷

方
法

の
■
隔
り 

き
.
か

ゴ

沄へぱ、
假
り
に
闕
家
施
設

.
の
'國

R.
に對
 

に
测
宛
し
得
ず

w

すれば、乂必ずしも平等の 

層、

g

民

.金體パに與：
ふる

.：
犠
牲
を
最
少
な
ら
し
■
め
 

ねない

：
。

：
. 

'

押ち

'
;
.其；
掛の鉍濟

'
社赞に於ける

★

1
：

する

.
租
稅
殳
配

.方
法
が
變
，
化
す
る
こ

:t
£

?:
m 

の嫩利にして、
徵
税双の少な

i」

C
'
J 

V

亏ふ
 

'

の
.
租ー税ベ法規ぐを

'
g

lIL
C

e
1C
すがこ

'
:̂
及，
'
び
.
-
'行
.。政；技 

要はいづれのー矶税制度に於ても興る所が

說
.
の
常
ら
ざ
る

こ

W

は
.

©

V
指

.摘されて的る。

 

於
.
.ける常

*
所
得
の
不
平
等

<

な
る
に

.つ.
れて平
 

は益

‘

甚
し
く
な
る

:0
そ.のいづれを採るベ 

す

る

利
益
は

一

舷
的
報
償
關
係
に
ぁ
リ
、
個別的
 

利
益
於
與
へ
ら
れ
る
の
で
は

.
ないから、
双に一
 

る，
方

.法

.を

.
最も合

.mi

的
.
のもの

.

i

認めざるを 

所

#

の
.
分
配
の
辦
情
を

_

礎

y
j

し

て「

八ム

H」

を企
 

めねばならない。
而
し
て
租
税
の
明
確
、
手續
 

原
則
は
税
務
行
政
に
關
す
る
條

#

\

,
して、
其國
 

術
の

ni
l

題ミな；

y
、il
-パ
' 條仲を滿たすとミの必 

ない。

然るに國

.
民
經
齊
的
原

0
は

.
a:源
•
探
稲
の
選

0
を
課
ら

.ず

して、
秕埤によつて其乳恥鞔挪 

の
發
達
を
赃
害
す
る
こ
ミ
の
可
及
的
少
な
き

か

又

は
.絕
無

な

る
ベ
き
と

ゴ

製
求
す
る
。：
し
か

, 

或
額
め
粗
税

.徵收

.が典

.國民に

.
與
ふ
る
犠
胜
は
牢
々
相
興
し

■、
ま
た
各
個

「

の祖：
稅

'.
の

m

源たるベ
 

.

き
所
，
又

'
_は
貧
，
の

.租
：税
..
負
擔
能
力
は
印
々
變
動

.す
る
。從
て
國

R

M

濟
的
炽
則
へ
の
..耍
求
を
游
た
す 

へ
き
装
礎
條
付
は
年
々
に
變
動
し
て
行
く
こ
ミ
を
，認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

'

:'
.
反
今
租
稅

]£
.義
:'
-
の
耍
求
は
社

#

の
偷
现
觀
念

',
.の:'租
税
に
表
现
し
た
る
も
の
で
あ
り
、社
#

の
を 

0
:
觀念は斯く

 

#

速に轉變するもので

.

.は
な
い
。

X
祖
稅
收
入
の

仲

縮

性を持：
ち得るには 

.
如何な：
る：
種

.類
.
：

の
租
税
を
以
て
租
，税
制

.度

.を
,
：

權
成
：ず

.
べ
き
か
は
蹲
め
；確
，知
し
得
：る
こ

ゴ

で
あ
リ 

滩
鯉
贺

''
の
必
要
、に
充
：分
に
靡
ず
る
こ
ミ
め
要
汆
は
所
要
經
驶
の
，

々
の
變
動
に
よ
つ
て
異
る
で 

あ
ら
ぅ
。

し
か
し
、租
耽
論
に
て
は

「

有
ら
ゆ
る
經
费
の
必
驳
を
確

:'
兄の

:
も
の

€レ

(

神戸博士租祝

諭
九
八

5

或
，は
少
く

 

V

も
所
要
の
租
粉
收
人
高
は

」

應
は
決

^

し
‘

も
の
ミ
翁
做
す
こ

W

を前

提
.
.さす

'
"
'る
？

-,
.
. 

:

.

. 

. 

.

.

.

從て

'
他：
の

.

-
原
，
の

.耍求の此較

.，
的

不

_

.

ヶ

 

て合目的なるぺ祖稅制度たるため 

.'.
に
歧
民
：經
辦
的
ー
原
へ
則
を
滿
た
す

ic
.は
.其
條
件
の
變
動
が
最

4

頻
繁
で
あ
る
。

ま
た
被
，稅
が
國
民 

‘■

の
經
濟
步
活
に
與
ふ
る
银

:̂
の考慮

.

.によ

' 
つ
’

て、】

應
は

.他
定
し
た
る
經
赀
の
必
要
に
充
分
に

^

、ずると

.
'迖を；も制

'
.限
せ
ね
ぱ
な
卜
な
い

^

で
‘

^ ̂

_

.

"

要
之
，課
稅
は
國
家
活
動
の
，

一

の
手
段

k

b
、て
，其
自
體

.が
目
的

.に
'非

ず

ビ

す
れ
ば
、租
_

制
度
は 

其
國
家
；の
達

.成
せ
ん

ビ

す
る

•所
に

‘
.最

i>
合(目

：.

的
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
或
國
現

•

笫ニ士ハ卷

c
s
>
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行
：の)
又
現
代
：.
設
定

'.せ
む
？

^
るニ所

0 :
:粗
^
制
度
ギ
合
自
的
な
.
：今
や
.
否
や
は

I

:

所

要

0
粗
稅 

收..
入
：ば

11
虚_

定
^

た
る
名

‘：の.
ネ
認.
む
れ

^
—

-
,他.
；
の

粗

稅

：
原

則
'の

要
^
^
^

木
動
さ
奢
做
し

#
る

^
：:で

fc
る

か
^

0
等
を

«〗

常

：的

前

提

條

件

す

し

.て
、最
も
變
化
の
頻
繁
な 

る
國

a

_
» :
m

«
#:
R
ょ

へ
國
民

«

«
生

豪

典

^
る

、犧
：牲
の
考
虛
に
ょ

0-
;
て
ぜ
配
さ
る
、
 

Z
ビ
が
：多

：.い)

：？

考

.">
る
：
0
で

あ

る

ヴ

從

、そ

其

§
.

々
：：の
：
現

實

の

：粗

^
制
度
を
合
目
的
：た
ら
し
め 

る
必

R
の

.前
：降
廉

.件

V
し
て

"は
、個

々
の
祖
桃
：の
み
な
ら

ず
、各
®

の
祖
稅
を
以
て
構
成
す
る
租 

税
制
朦

^ '
體
：ぞ

^ ;
:
.て
.其
國
の
經
濟

11
:
會

^
對
す
る

〈

經
濟
的

'作
用
秦
響
が

〈

明

ic
>
れ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
：

/'
ふ
の
で
；'あ
.へ
氧

、
例

へ

ば

リ

^
ァ

^
ォ
'

荀̂

も

*
税

に

，
し

て(

資

本)

蓄

稹

.の

力

を

減

殺

す
 

る
傾

_

0
'な

^
:
$い
'ふ
：も

の

は

な

；い
，
：-凡
'て
の
租

^
.は
資
本
か

.收
入
か
.
♦
の
何
れ
か
の
上
に 

落
ち
な

^
れ

y

«
ら

^
。

：

：
卜

或

種

の

«

«:
.が
此

：結

：果

.
1生
ず
る
程
度
は

«
に

，他

猶

の

祖

稅
 

に
勝

_

で
：知
，ら
：一
ぅ
。
.:
併

し

乍

ら

锞

税

，の
：大

な

る
®
■
福
は
課
稅
目
的
，物.の
選
擇
ょ
々
名
寧
ろ

全 

濃

€
し

ぜ

0
。
其

_

響
の
；總
ヘ

額に

見

出

5
る
バ
K

あ
る」

ぢ
述
ベ

.て
'居
る

。

參̂

MTg

蜂

M
雜|

 

膜
鄉

|

-
.其
幾
英
_

經
濟
學

者
：に
：ょ

0
ー
て
®:
の
租

.稅
の

經

濟

的

ー

研

究

.ば
多
く
行
は
.れ 

^
が
、

ゃ

.ッ
ッ

：敎

授

の

：

認

む
石
如

<

«
民

|1
濟
事
情
ゼ
粗
税

ビ

め

«

係
に

«
す
る

全

漱

御
研
究

は
未
だ
完
成
し
た
る
域
に
達
し
て
は
居
ら
な
い
の
で
あ
る

。

f

i

s

p

H

S
 

J

 

,

從
來
殊

R

獨

逸

の

學

，者
^

よ
つ
て
は
、財
政
.は
行
政
の
手
段
で

あ
{
、財
政
問
題
は
政
治
問
題

- 

行
政
技

術

：問

®
ど
し
て
取
扱
は

れ

る

Z

ど
；か
多
か

ク

た

の
で

あ

る

が

、
惟
ふ

に

、财
政
現
象
の
本 

質
は
經

濟
：：

現
象
た
る
ミ

S

R
あ
る
？

國
民
の
：構
成
す
る
共
同
經
濟
組

m

k
於
て
政
府
を
經
濟 

■主
體
ど
し
、其
經
濟
行
爲

k

よ
つ

.
て
.生
ず
：：る
經
濟
現
象
で
ぁ
る
ビ
：考
：

へ

る
.0
.
國
家

(

共

他

の
公
共 

圓
體

)

は
多
數

A
.の
繼
續
的

■結
合
で
あ
々
、共
等
の
繼
續
的
結
合
^
在
る
人
々
は
其
經
濟
生
活
に 

於
て
共
同
：紅
濟
組
織
を
構
成
し
其
限

-
^
k
於
て
は
：

_

民
の
經

»

生
活
は
國
家
の
權
カ

k

よ
つ 

て
支
配

さ

れ
て
統
制
經
濟
を
な
す
。
其
ゆ
同
經
濟
組
襁
を
構

^

す
る
人
々
は
、其
結
合
の
利

益 

:を
明
に
意
麻
す
る
：か
又
は
權
カ

^

よ
つ

-て：强

.制
せ
ら
れ
て
之

^
參
加
し
：て
唐
る

0

其
共
同

®
 

濟
組
織
^
結
合
せ

ら
.

れ
て
居
る
人
々
は
、同
時

,it
#
經
濟
單
位
せ
し
て
經
濟
財
の
繼
續
的
交
換 

0

係

^

よ
つ

.
て
結
合
せ
ら
れ
て
交
易
經
濟
組
織
を
構
成
し
、所

.謂

.
_
琢
經
濟

5:
構
成
し
て
居
る
。
 

.

即
：ち

.同

一

地
域

0
上

^

略
、
同パー

A
,

の
結
合
ド
よ

^

ニ
種
の
經
，

»

紙
：織
が
存
在
す
，る
。

從
て 

_

宗

.0
職
分
執

«

の
：機

_

ぞ
：し
：七
、其

#
 

の
經
濟
主

ff
l
l
た

：
る

政

：
府

の

、
經

，
濟

行

，
爲

k 

よ
‘
っ

セ

生

ず
. ^

經

濟

現
.象(

財

政

：現

象)

は
、常
.
^
:
其

^

易

經

*

組

織

^

於

け

る
0

民
'

の
：經

濟
'生
活

S
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六
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:

租
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經
濟
論
序
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六-

粗
税
經
濟
論
序
：說

' 
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■

第

1

號

六

六

狀
影
響
し

®

接

不

離

：の
'關
'
:係

P

ぁ

る

。
:;

國

象

の
*

分
，が
，何
：
#

:か
，其
_

:民
.の

利
_

續

_

以：上：は、政府

.

の
經
濟
：財獲

.

得•
使，用の
經
.

濟；'
行：爲は
®

令
® :

府
の
有
す
る
强
制
的
權
力
を
伴
つ 

て：行
k

:

る
>
 

I

:云.

へ、共同
經
濟
組

」

_

ビ>
交易；經
«

組
_

〜

^

:

«

る_
其
_

.

民
0.
«

濟
的
利
®

 

の
考
處
汉
於
て
：行は

(

れ
る
。

而
し
て
經

'
濟

,
體

€
し
て
政
府 

憤
.
値
I

總

®

%

加
.
の
因
的
行
爲
€し
 

m

位 

して經濟行爲を/行へば
 

の
目
的
行

0
である。
ぬ
伞
業

€ 

政
现
貌
に
非
ず

し

て國民經濟的 

ゲルロフは、
趴政學の研夂對 

收

.入
論
に
就
て
公
固̂體の叔經 

財
政
擧
の
任
務
に

®

するか：

の，

問
 

政
府
の
交
辩
經
濟
に
於
け

る

行
 

ては

.財政學の即題であ.

る
考 

濟
主
體
€しての考處に速いて 

を
目
的

€
す
べ
き

/i
r

r
謂公共需耍 

其
は
財
政
現
象
典
も
の
で
は
な
い

の
'
行ふ；
經
濟
行
爲
は
其
共
同
輝
濟
組

■
織に於げる財

' Q

使
用 

て
.行
，は

.4

る
。

反
之
、蚊
府
が
交
為

^
^
紐
織

に

於
け

る

經濟
 

所
謂
公
企
業
を
成
す
も
の
で
あ
リ
、
其行爲
は
货
幣
價
値
增
加 

し
て
政
府
の

.行係は營利を目的ヾ
ヶする限リに於ては財 

现象である

。
.

•

象
に
_
し
て
殊
に

^

0
あ
る
 

ーー_
题
を

(1
)

财政學に於ては 

濟
的
收
入
を
も
研
究
す
ベ
き
か
の
問
題
ミ

(2
)經费の研究は 

逛

>」
な
し
.て
屈
る

 

9. 

(Handbucll der Ficanzwisssschafrs. .12 

參 gn. 

爲
が
公
典
的
利
益
の
ヰ

a

にょ
つ
て
支
邴
さ
れ
る
限
リ
に
於 

へる。
兆
種
の
經
濟
行
爲
の
一
部
分
は
共

0
㈣

濟

M
織の經
 

居
る

か

らである。
經
费
の
間
題
に
就
て
は
、
國家が其充足 

の
間
題
は
政
府
の
經
濟
行
爲
を
決
螂
す
る
ま
提
で
は
あ
る
が
、

 

〕

經
濟
主
體

«

しての

.
政府

.

.の職分.の決定は政治の問題

A
v

で
あ
る
。

し

か

し

或
政
治
谶
關
の
決
宛
し
た
る

.所
に
從
て
、政
府
が
、經
濟
財

を

进

用

す

る

こ

^

即
 

.

ち
！

s

费
は
則
政
现
象
で
あ
る
。
或
論
漭
は
經
费
は
貨
將

.の

.
支山であリ、
双
過
程
は
營
利
經
濟

€

•

.

興
る
所
.な
し

メ
公
ふ
が
、經

费

は
政

0

•
か
我
し
た
る
經
濟
財
で
あ
り
、

^ :

出
貨
_
額
は
共
費
さ
れ
た 

る

經

..濟

財

の

最を

示
す
に
北
ま
る
。

而
も

ij
l

ハ
經
濟
財

は

罾
利
經
濟
に
於
け
る
が
如
く
貨
幣
價
値 

咐
殖

を

自
.■
的

^

せ
ず
、共同
經
濟
に
於
け
る

'

使
川
價
値
咐
加

.
を

0

的
.マ

.；

し
て
使
用

.

m

刺：せら
れ

.
る。

’ 

の

で

あ

る

か

的

行

爲

€

し
て
金
く
性

$ c
;

を
與
に
す
み
も
の
で
あ
る
ミ

^

へる。

從
て
從
來

の
固
有
の
政
治
嫂

•
營
利
的
經
酸
の

M -
^

に
つ
い

T

ま
へ
ば
、

[5
1

有
の

.

政
.
治
双

€

して：の

, '
.
經

豳

の

み

•

が財政學の

.
研
究
範
阖
に
あ

.る
も
の

w

考へる。
筒
別
經
濟

€
し
て
の
政
^
に收入を坐ぜし 

•

むる

.經
费
を
、す
べ
て
經
现
费

y

等
し
く

#

す
る
こ

_

あ
る
も
、徵
税
赀
は
政
治

©

で
あ
：つ
て
：財政 

现
象

w

し
、營
利
的
經
费
は
國
玛
經
濟
的
現
象
ミ
：す
べ
き
で
あ
，

思
ふ

0
.

要之、
經
濟
主
體
气
し
て
の
政
麻
の
經
濟
行

.
爲は何等かの

‘
形態に於，
て國段：ょり狴得した 

■

る經濟財

.
の使

-
用

^

耗
.
にょつて、

M

家の

'
目

.的

.

,
す
る
施
設
を
榧
成
す
る
た
め

'の行爲であり、

:

典
施
設
の
效
果
は
、政
脚
，が

所

要

の

收

人

雜

轉

'

に
與
ふ
る
職
牲
に
ょ

.つ
て
制
限
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い

0

即ち租税を取に收入調達の

.
手

段

ミ

. 

して、
政
庇
の
箇
別
經
濟
の
利
畨
の
み
ょ
り
觅
る
こ

》

なく、
亂

R

•の經濟生敌に對する.
租税の
 

經I

濟的作用

*
影：

^

の
♦

處
を

.缺
く

；

i

;,
:
然
る

^

從
來
、
祖
视
經
濟
論
ど
し
ギ 

.

.

.粗
稅
轉
嫁

.

.の

^

究
は
、或租
稅
が

.何
人

_か

.の
負

»

^
 

過
：
程
を
明

-
か
：
化
，する
も
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二
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六
八
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：
租
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經
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序
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第

一

號
-

六

八

—

：

:

の
：で
：あ
つ
て

^

々
の
人
々
に
歸
着
し
；

^

る
：租
；

_

が

如

：舞

な

：る

-«
濟

的

作

_

影

#
^
 ̂

の
.

:問

題

；.の
»
:備

的

過

：程

で

あ

つ

：：̂
等
桃
經
織
論
の

^:
f
f
l 

 ̂

0
.
^
4
0 §

;:祖
：

桃
：が

何

.
:

. 

'

•
 

■人
ド
歸
着

,

を
^
マ 

. 

つ
：て
其
負

»

分

*

が

»

國
民

^:
る
か

v

明
«
ら
ず
ど
す

.

:
/れ

ば

、其

國

ゎ

祖

輓

：制

：度

：の

：當

否

•合
自
的
性
を
：判

、
^
^
^

•

於

て

財

政

的

負

_

:
の
；加
重
、せ

ら
る
ゝ
に
及
び
愈
其
：

»

要
性
：を

增

す

も

の

で

あ

(

る
。
ノ

'

餘
数
.
國の財敗的

A
0
を比較す
る
に
は

、
^

々
の

_

の
政
治
組
織
の
相
違
あ
る
に
ょ
つ
て
國 

家

:s
-

^
の
.
比
.
.較
、
の
，
み
を
：
以
ハ
て
：
す

る

■
ょ
.
.
M
y
,
は
、國

.家

(

國及■
び

I
.各

' 邦)

地.
方
公
典
國
體
の
經
费
を
總 

括
し
て
幽
民
所
得

'
 
比較するのが

.
適常：である。
而も常に，其經
費

^

.
费
ミ
し
て
共
國
民
經
濟
に
很
歸
す

.
るも

.
のの參少を見る

.
こ

€
が必耍である？
獨逸統

計
局
のI

調
盗
に
據
れ
ば
左

の

如
く
で
あ
る
。

(

爾
揭

Fiienund Steuem S. S4S. 
6
6
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參
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■
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マ

‘ 

：
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二
八
•
ニ
,

.
1
1
0
•
衾
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'

一i

:

一
^

:
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i

镩

由

經

T

六
九
^

1

五
•
九
二
^

八
•
〇
四
^

芄
‘

七
涔
へ
國

•
邦
•
地
方
M

5

移

！

 

r

 

ニ

數

ぎ

■

み)

；

ゴ
ー

(

同
上)

：
(

同
；上)

.(

六
.

I

U
蒙
に
つ
い
て

』

. 

.

.

.
 

- 

■■ 

■ 

■ 

; 

0

四

國
.民
の
負
擔
ビ
な
る
べ
さ
經
費
は
其

_

民
所

#

の
、幾
何
た
る
べ
し

V
J

云
ふ
問
題
は
、ま
た
共 

.經
费
充
當
の
た
，め

^

徵
.收

3

る
ベ

S

租
税
限
度
の

.問
題

V

し
て
論
ぜ
ら
：れ
て
居

6

»
字
的
標 

準
を
立
て
る
論
？

あ
る

。
.(I

、

雜
却

|

S

|
、|

|

研)

し
か
し
、或
國
成
時
の
租
税
の
妥
當
な 

る
限
度
は
常

k

其
租
税
：收入
を
以
て
：す

^

經
費
の
稱
類

.政
府
の
施
設
の
利

^

^.
相

_

聯
す
る

_ 

即
ち
其
國
民
の
經
濟
生
活
に
對
す
る
經
費

5

税
ダ

の
相
關
關
係

R

よ
つ

.て
左

f

れ

f

 

を
得
な
い
の
で
あ
る

。

.'
-財
政
の
限
界
を
妥
當
な
ら
し

.め

p
k
:
は
經
費
®
视
の
經
濟
的
分
析
に 

甚
く
價
値
判
斷
に
よ
つ

：
.て
決
.：定

す

る

の

他

は

な

い

。

、—

民

が©

«
?:
:納

#

す
れ
ば
、其
人
の
支

配
し

#

ベ
き
財
の
若
千
を
喪
失
す
：る

こ

y

し

k

な

6
、_

s

r

犠

牲

を

生

ぜ

し

め

る

が

®:
:

稅

收

入

-
- 

., 

.

を
以
て
す
る
施
設

^
'よ
る
何
等
か
の
利
：益
长
よ
り

\
て
：，其

.犧

_
 

經 

濟

主

體

ど

し

K

の
政)

府
が
，經
濟
財
の
獲
得

#!
用

R

よ
つ
."で

何

等

が

の

施

設

を

構

成

し

以

て

有
 

.形
：又
は
無
形
的
剎
益
を
與
へ
る
富
の

’利
；用
方
法

.は
«

入
戚
的
圓
體
に
よ
る
'其
视
用
よ
り
も
其 

國

民

R-
ビ
つ
て
常

^

必
.

^
し
も
别
益
多
会
、叉

a

必

ず

利益
：：

少

な

，き

％

の

声

は

：̂
.ら

な

：
い
9

:
:

能

:
例

べ

ば

&

^
'.
コ
ル
ゥ
ィ

，ン

#

員

會

報

告

書

：に

「

假

：令
、社

.
★

的

經

费

の

'
た
：
^

跺
が 

.
■
.

十

六

卷
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_

>

租
.
§

濟
論
飱
說

. 

第
一
號
六
.

九



十六卷八

.
七〇

〕

駔稅
鸫濟
論序
說

虫座

を

.，

If
t
L
.

w
'
 

す
.
'る..：̂

して

'
.も.社，
#

一，般ゾ

.の

.
:别
.
'
益

©

.

.

.
a

,

'

る。

▲

く
の

'
社
會
的
目
的
の
た
；めに
；は

:,
.賢
.
叨

'な
.

る
^
 

合
よ
リ
も
明
に
經
濟
的
で
あ
リ
、：

—

社：會的
經
費
は 

'

め
て
必

:■

製
で
あ
リ

*
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。
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に
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；
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。
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又
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濟
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濟
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濟
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